
■ 新弁理士法のもとでの弁理士業務

●：新弁理士法により加えられる業務
○：現行弁理士法のもとでの業務
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新弁理士
法該当
条文

関連手続等 業務内容  特　許 実用新案  意　匠  商　標 国際出願
国際登録
出願
（商標）

 回路配置
（回路配置
利用権）

 著 作 物
(著作権･著
作隣接権)

特定不正
競争　＊

手続代理 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鑑定 ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他の事務 ○ ○ ○ ○ ○ ○
輸入差止申立の手
続代理 ● ●

輸入差止情報提供
の手続代理 ○ ○ ○ ○

指定団体での仲裁
手続

手続代理 ● ● ● ● ● ●

指定団体での和解
手続

手続代理 ● ● ● ● ● ●

契約締結に関する
代理 ● ● ● ● ● ●

契約締結に関する
媒介 ● ● ● ● ● ●
契約締結に関する
相談 ● ● ● ● ● ●

補佐人として陳述 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

補佐人として尋問 ● ● ● ● ● ● ● ●

６条 審決取消訴訟 訴訟代理 ○ ○ ○ ○ ○ ○

４条１項

知　的　財　産　権

工　業　所　有　権 そ　の　他

特許庁及び大臣へ
の手続

　＊「特定不正競争」：不正競争防止法第２条第１項に規定する不正競争であって、同項第１号から第９号に掲げるもの
　　　　　　　　 　　（同項第４号から第９号に掲げるものにあっては、技術上の秘密に関するものに限る）

４条３項

５条

４条２項

関税定率法に係る
輸入差止のための
侵害物品の認定手
続

技術上の秘密の売
買契約、通常　実
施権許諾契約、そ
の他の契約

知的財産侵害訴訟
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■ 新弁理士法（平成13年1月施行）下において弁理士が受ける処分について

弁　理　士
① 弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある者等

② 弁理士法又は弁理士会の会則を違反した者（会費滞納者等）等

処分対象者

調
査
請
求

調査
結果
報告

・戒告
・懲戒の申告
・退会

戒告

退会

工業所有権
審議会

（委員１５人以内）懲戒処分に
関する意見

退会処分の
認可申請

懲戒の申告

退会処分の認可

懲戒処分
の公告

会員処分
の請求

懲戒に該当する事実
の報告び措置の請求

官 報

懲戒事由の調査権限

に基づく命令
①業務に関する必要

　な報告
②帳簿書類その他の

　物件の提出

会員処分
の請求

送致

処分の
議決

意見を聴く
経済産業

大　臣

・戒告

・２年以内の業務
　の停止

・業務の禁止

弁 理 士 会

弁 理 士

何　人　も

綱紀委員会

会 長審査委員会


